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令和５年７月２７日 

熊本市（保健所）医療政策課 

 



１ 報告事項 

○ 診療所の管理者は、厚生労働省医政局総務課長・同局地域医療計画課長通知「診療所の

管理者の常勤について」（令和元年９月１９日付け医政総発０９１９第３号・医政地発０９

１９第１号）により、医療法に規定する管理者の責務を果たす必要があることから、勤務

時間中常勤とされているが、今般、熊本市（熊本市保健所）において、専門的な医療ニー

ズに対応する熊本市内の 3診療所に対して、例外的な取り扱いを認めたことから、同通知

に基づき、外来医療の提供体制に関する事項についての協議の場である地域医療構想調整

会議に報告を行うもの。 

 

２ 例外的な取り扱いの根拠等 

○ 令和５年４月、熊本市保健所管内において、地域における専門的な医療ニーズに対応す

る役割を担っている下記 3診療所から、常勤の管理者の確保が困難である旨の具申があり、

管理者の不在時にも常時連絡を取れる体制を確保するなど管理者の責務を果たすことが可

能な体制が取れるとのことから、例外的な取り扱いを適用し、常勤によらない管理者によ

る診療体制を認めたもの。 

 

３ 例外的な取り扱いを認めた診療所 

○ こども発達支援センター 

【開設者】熊本市 

【専門的な医療ニーズ】 

上記診療所は、平成２０年４月より診療を開始し、熊本市内の障がい児または障がい

の疑いのある児への専門的な医療ニーズに対応しており、地域において不可欠な医療機

関となっている。 

 

○ 熊本県精神保健福祉センター 

【開設者】熊本県 

【専門的な医療ニーズ】 

 上記診療所は、昭和 47年に設置され（平成 23年に移転開設）、現在は県の地域精神保

健福祉活動の中核となっており、月単位の初診待ちが恒常化している精神科医療機関受

診までのつなぎ役を果たすなど専門的な医療ニーズに対応しており、地域において不可

欠な医療機関となっている。 

 

○ 熊本県福祉総合相談所診療所 

【開設者】熊本県 

【専門的な医療ニーズ】 

 上記診療所は、平成 17年に開設された政策的医療機関で、子どもたちや女性、障がい

のある方などに対して総合的な支援を行うなど専門的な医療ニーズに対応しており、地

域において不可欠な医療機関となっている。 

  



参考 

 

○ 診療所の管理者の常勤について 

[令和元・九・十九 医政総発０九一九第三・医政地発０九一九第一 各都道府県衛生主管部（局）

長宛 厚生労働省医政局総務・地域医療計画課長連名通知] 

（全文略） 

記 

１ 診療所の管理者は、医療法（昭和二十三年法律第二百五号）に規定する管理者の責務を果

たす必要があることから、原則として勤務時間中常勤とすること。 

２ ただし、へき地や医師少数区域等の診療所又は地域における専門的な医療ニーズに対応す

る役割を担う診療所において、常勤の医師を確保することが困難である場合や管理者となる

医師の育児・介護等の家庭の事情により一定期間弾力的な勤務形態を認める必要性が高い場

合等においては、例外的に常勤でなくとも管理者として認められること。ただし、この場合

においては、常時連絡を取れる体制を確保する等、管理者の責務を確実に果たすことができ

るようにすることが必要であること。 

３ また、上記の例外的な取扱いを行う診療所（へき地や医師少数区域等の診療所を除く。）がある

場合、当該診療所が所在する都道府県は、当該情報が地域の外来医療機能に関する情報の一部で

あるという観点から、医療法第三十条の十八の二第一項の規定により設置される外来医療の提供

体制に関する事項についての協議の場において、当該情報の報告を行うこととすること。 

 

 


